
条項番号 改正前 改正後

Ｐ1
森林土木工事共通仕様書

（兵庫県農政環境部農林水産局治山課）
森林土木工事共通仕様書

（兵庫県農林水産部治山課）

第９条　建
設副産物

建設副産物については林野仕様書の規定によるほか、受注者は兵庫県建設リ
サイクルガイドライン(兵庫県県土整備部)を遵守して、建設副産物の適正な
処理及び再生資源の活用を図らなければならない。
　
　ⅰ）～　２　　（　省　略　）

３　建設発生土の処分

４　特定建設資材廃棄物の処分　　（省略）

５　建設廃棄物（特定建設資材廃棄物以外）の処分

６　（省略）

建設副産物については林野仕様書の規定によるほか、受注者は兵庫県建設リ
サイクルガイドライン(兵庫県県土整備部)を遵守して、建設副産物の適正な
処理及び再生資源の活用を図らなければならない。
　
　　ⅰ）～　２　　（　省　略　）

３　建設発生土の処分

４　特定建設資材廃棄物の処分　　（省略）

５　建設廃棄物（特定建設資材廃棄物以外）の処分

６　（省略）

第２３条
電子納品

　兵庫県農政環境部農林水産局治山課が所管する森林土木工事における工事書類
及び成果品の提出は、電子納品により実施することを基本とし、仕様・基準等に
ついては下記による。

１　～　３　（省略）

兵庫県農林水産部治山課が所管する森林土木工事における工事書類及び成果品の
提出は、電子納品により実施することを基本とし、仕様・基準等については下記
による。

１　～　３　（省略）
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第４５条
地山補強土
工（鉄筋挿
入工）

 地山補強土工の施工については林野仕様書の規定によるほか、「ロープ
ネット・ロックボルト併用工法　設計・施工指針（案）（令和３年４月適
用）」(兵庫県農林水産部農林水産局治山課)の規定によるものとする。

 地山補強土工の施工については林野仕様書の規定によるほか、「ロープ
ネット・ロックボルト併用工法　設計・施工指針（案）（令和３年４月適
用）」(兵庫県農林水産部治山課)の規定によるものとする。

第６３条
土砂等の搬
出に係る過
積載防止対
策

受注者は、過積載防止対策について、「過積載防止対策要領」を遵守して取組ま
なければならない。なお、過積載防止対策要領第３条　適用範囲について、｢県
土整備部所管の土木請負工事｣を｢農政環境部所管の土木請負工事｣に読み替えて
適用する。

受注者は、過積載防止対策について、「過積載防止対策要領」を遵守して取組ま
なければならない。なお、過積載防止対策要領第３条　適用範囲について、｢県
土整備部所管の土木請負工事｣を｢農林水産部所管の土木請負工事｣に読み替えて
適用する。
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巻末資料
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